
議案第 37 号  

小城市重要文化財の指定について  

このことについて、別紙のとおり提出する。  

平成 30 年３月 29 日提出  

小城市教育委員会  教育長  大野  敬一郎       

提案理由  

平成 30 年１月 25 日付けで小城市文化財保護審議会へ諮問

したことについて、平成 30 年２月 26 日付けで別添のとおり

答申を受けたので小城市文化財保護条例第４条に基づき提

出する。  

これが、本議案を提出する理由である。  





















小城市教育委員会告示第  号  

小城市文化財保護条例（平成 17 年条例第 95 号）第４条

第１項の規定により、次の文化財を小城市重要文化財に指

定する  

  中山法華経寺歴代貫首曼荼羅本尊  17 幅  

平成 30 年３月  日  

小城市教育委員会  教育長  大野  敬一郎       


